
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・三木駅～三木高等学校や緑が丘駅～三木北高等学校間の路線等で事故が発生 
・自転車関連事故の自転車利用者の年齢層は、24 歳以下が多い 

・高速道路が２本、鉄道が市の南部に１本あ
り、市立公民館等は市内全域に点在している 

・主な自転車通学者となる中学校・高等学校は
市の南側に多く、人口集中地区もこの辺り 

三木市自転車ネットワーク整備計画 【概要版】 （１/２） 

■自転車を取り巻く市の状況と着目点 

【三木市の状況】  

・自転車利用が多い高校の通学路の整備事業に着手  

・外国人労働者の急増（外国人労働者の主要交通手段⇒自転車）  

・自転車専用通行帯などの自転車通行空間の整備について未対応 

【整備に当たっての着目点（目的）】  

・自転車通学の中高生及び自転車通勤者、歩道・路肩を通る通行

者の安全確保  
自転車通勤する外国人労働者 自転車通学する高校生 

■計画策定までの進め方 

三木市自転車ネットワーク整備計画検討協議会 

１ 現状整理と自転車利用状況 
↓ 

２ ヒヤリ・ハット地点の把握 
（アンケート調査） 
↓ 

３ 課題の整理と基本方針の決定 
↓  

４ ネットワーク路線の選定 
↓ 

計画策定  
■現状整理と自転車利用状況 

中学校・高等学校の所在地 

①市の交通と公共施設等の立地 ②自転車関連の事故 ③自転車交通量 

④自転車の利用状況 

市内で自転車交通量が多い箇所（200 台以上/12ｈ） 
 ・三木三田線（志染バイパス） 
 ・神鉄恵比須駅前交差点 ・三木駅周辺 
 ・三木高等学校周辺   ・三木工場公園  

・県と比べると自転車利用の分担率は高くない 
・自転車利用の目的は、通勤・通学利用が過半

数を占める 

■ヒヤリ・ハット地点の把握（アンケート調査） 

（三木駅の周辺） 
・三木駅から三木高等学校への道路や同校から 

東側へ向かう路線等で危険と感じている 
（恵比須駅周辺） 
・恵比須駅から三木東中学校の間の道路等で危

険と感じている 
 

①通学（中学校、高等学校） ②通勤・通学（鉄道駅） ③通勤（三木工場公園） 

・三木駅及び志染駅、緑が丘駅で調査を実施 
・自転車利用時に危険を感じるのは、三木駅周

辺は県道沿い、志染駅や緑が丘駅周辺は細街
路が多くなっている 

・自転車との錯綜で危険と感じた体験があると 
の回答が７割強 

・危険と感じた場所では、「幹線道路上（市道
花尻城山線）」が８割強 

危険と感じた場所 

自転車との錯綜で 
危険と感じた体験の有無 

自転車利用の目的 

移動手段分担率 

自転車関連交通事故の自転車利用者の年齢層 

恵比須駅前交差点周辺 

自転車交通量 

表 自転車利用時に危険を感じる路線（代表路線）  

【協議会メンバー】 
・三木警察署 交通課長 
・兵庫県 道路保全課長、道路街路課

長及び加東土木事務所 所長補佐、
道路第２課長 

・三木市 都市整備部長及び 
関係課長（道路河川課、プロジェ
クト推進課、用地管理課、生活環
境課及び企画政策課） 

・三木市教育委員会 教育施設課長 
有識者による

意見聴取 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自転車の交通量や自転車関連の事故件数が多い黄色
で示す範囲を優先的に計画を策定するエリアとする 
 

・高等学校や事業所に対する啓発施策を拡充 
・自転車走行空間の整備に合わせ広報媒体を活用した 

通行ルールの周知が必要 
 

（整備形態計画） 
道路幅員や自動車等の交通量、規制速度から整備形態を設定 
・自転車道：県道三木三田線（志染バイパス） 
・自転車専用通行帯：市道岩宮大村線（三木高校周辺）、市

道花尻城山線（三木工場公園 幹線道路） 等 
・車道混在：県道三木宍粟線、市道加佐草加野線 等 
・自転車歩行者専用道路：市道福井下石野線 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（整備事業計画） 

・今後１０年間で整備を目指す路線を設定（赤線） 
・ひょうごサイクリングモデルルートは標識等の整備を進める 

■課題の整理と基本方針 ■自転車ネットワーク路線 
①路線選定の考え方 

 ・国ガイドライン ※の技術検討項目から本計画における選定要件を定
め路線を選定 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ※「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」国土交通省  

自転車ネットワーク整備計画路線の選定 

自転車ネットワークの対象路線 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
自転車ネットワークの整備計画路線 

■ソフト施策の実施 

■計画の見直し及び今後の課題 

(1）計画の見直し  
〇ＰＤＣＡサイクルにより計画を適宜

確認し、社会情勢の変化等を踏まえ
て、計画の見直しを行う 

 
(2）今後の課題  

〇小中学校の統廃合やコンパクトなま
ちづくりの推進  

〇本計画の対象外である路線につい
て、自転車需要の多い路線へ対策  

〇「自転車活用推進計画」の策定に向
けて取り組む  

対象路線をもとに、現状の交通量や道路状
況などを勘案し、次の整備計画路線を選定  

整備形態計画 及び 整備事業計画 

三木市自転車ネットワーク整備計画 【概要版】 （２/２） 

広報媒体例 
（啓発チラシ 国土交通省） 

交通安全に係る主な施策 

②優先的に計画を策定するエリア 
 

優先的計画策定エリア 

自転車専用通行帯 

（自転車レーン） 

自転車歩行者 
専用道路 

車道混在 

自転車道 

選定要件から対象路線を抽出  

〔事務局〕三木市 都市整備部 道路河川課  


